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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
早
期
改
正
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
」
の
定
義
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
総
務
省
の
「
労
働
力
調
査
」
に
よ
れ

ば
、
非
農
林
業
雇
用
者
の
う
ち
、
週
間
就
業
時
間
が
三
十
五
時
間
未
満
の
者
の
割
合
は
、
平
成
二
十
四
年
で
、
約
二
十
六
・

八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
近
年
、
増
加
傾
向
に
あ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
非
農
林
業
雇
用
者

で
あ
っ
て
、
週
間
就
業
時
間
が
三
十
五
時
間
未
満
の
も
の
の
う
ち
、
女
性
の
割
合
は
、
平
成
二
十
四
年
で
、
約
六
十
九
・
二

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
単
位
時
間
当
た
り
の
賃
金
に
つ
い
て
短
時
間
労
働
者
と
一
般
労
働
者
と
の
格
差
が
生
じ
て
い
る
こ

と
、
短
時
間
労
働
者
の
待
遇
が
そ
の
働
き
に
見
合
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
等
の
課
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
短
時
間
労
働
者
に
占
め
る
女
性
の
割
合
が
高
い
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の

改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
改
正
は
、
女
性
の
活
躍
の
促
進
に
つ

一



な
が
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日
の
労
働
政
策
審
議
会
に
お
い
て
、
「
今
後
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

対
策
に
つ
い
て
」
の
建
議
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
引
き
続
き
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
同
建
議
を
踏
ま
え
、
法
の
改
正
法

案
を
可
能
な
限
り
早
期
に
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
必
要
な
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

二


